
★特例特例特例特例のののの内容内容内容内容★ 

①最近３か月としている

生産量等の確認期間を

最近１か月に短縮 

②震災後１か月の生産量、

売上高等がその直前の

１か月又は前年同期と

比べ５％以上減少する

見込みの事業所も対象

に（平成２３年６月１６

日まで） 

③事前に届け出る必要の

ある計画届の事後提出

を可能に（平成２３年６

月１６日まで） 

④特例の支給対象期間（１

年間）においては、これ

までの支給日数にかか

わらず、最大 300 日の受

給を可能とし、特例終了

後の受給可能日数に影

響しない。 

⑤被保険者期間が 6 ヶ月

未満の者も雇用調整助

成金の対象とする。 

■特例の内容 

右の①②④⑤ 

  5 3 33 

 

 

 

被被災災地地関関連連のの  

２２次次下下請請もも特特例例対対象象にに  

 

 

5 月 2 日の政府の補正予算の成立によって、本紙第 30 号でお伝えした、東日本大震災に伴う雇

用調整助成金の「別枠 300 日の支給日数」が実行に移されました。これに加えて厚生労働省は 5

月 2 日、これまでの特例対象「東京都を除く災害救助法適用地域と一定規模（1/3）以上の経済的

関係を有する事業所の事業主（＝被災地関連事業主被災地関連事業主被災地関連事業主被災地関連事業主）」とととと、、、、1/21/21/21/2 以上以上以上以上のののの経済的関係経済的関係経済的関係経済的関係をををを有有有有するするするする事業所事業所事業所事業所

のののの事業主事業主事業主事業主（＝２２２２次下請事業主次下請事業主次下請事業主次下請事業主）もももも特例特例特例特例のののの対象対象対象対象とすることを決め、直ちに実施に移されました。 

 これにより、大震災に伴う特例の対象事業所が大きく広がることになります。 

 

 

    

Ｃ「２次下請け等事業主」 申請にあたっての注意事項 

※※※※申請申請申請申請にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂがががが被災地関連事業主被災地関連事業主被災地関連事業主被災地関連事業主としてハローワークにとしてハローワークにとしてハローワークにとしてハローワークに提出提出提出提出しししし、、、、受理受理受理受理されたされたされたされた申請関係書類申請関係書類申請関係書類申請関係書類のののの写写写写

しをしをしをしを持参持参持参持参してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。     

※※※※ＢＢＢＢがががが被災地関連事業主被災地関連事業主被災地関連事業主被災地関連事業主としてとしてとしてとして雇用調整助成金雇用調整助成金雇用調整助成金雇用調整助成金をををを利用利用利用利用していないしていないしていないしていない場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、被災地関連事業主被災地関連事業主被災地関連事業主被災地関連事業主のののの要件要件要件要件をををを満満満満

たすことがたすことがたすことがたすことが客観的客観的客観的客観的にににに証明証明証明証明されるされるされるされる場合場合場合場合はははは、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃはははは 2222 次下請等事業主次下請等事業主次下請等事業主次下請等事業主としてとしてとしてとして申請申請申請申請できますできますできますできます。。。。     

※※※※ＢＢＢＢがががが複数複数複数複数あるあるあるある場合場合場合場合はははは、、、、それらのそれらのそれらのそれらの事業所事業所事業所事業所ごとのごとのごとのごとの売上売上売上売上げげげげ又又又又はははは仕入仕入仕入仕入れれれれ等等等等のののの量量量量をををを合合合合算算算算してしてしてして経済的経済的経済的経済的なななな関係関係関係関係をををを判断判断判断判断しししし

ますますますます。。。。     

■特例の内容 

右の①②③④⑤ 

元気元気元気元気！！！！    

にっぽんにっぽんにっぽんにっぽん。。。。    

雇用調整助成金 


